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⽬ 次 （答申に⽰した内容との対応） 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
資料集の⾒かた 

 
  

答申に⽰した各表題の名称 

各資料のポイントを説明 

答申に⽰した内容に紐づく資料 
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序章（答申Ｐ1） 

 
横浜市における⽤途地域等の⾒直しの経緯 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年度 ⾒直しのきっかけ 

1973 年 
（昭和 48 年） 

都市計画法の改正などを踏まえた⾒直し 
（⽤途地域が４種類から８種類に拡⼤） 

1985 年 
（昭和 60 年） ⼈⼝増加等の時代背景や上位計画の改定などを踏まえた⾒直し 

1996 年 
（平成８年） 

都市計画法の改正などを踏まえた⾒直し 
（住居系の⽤途地域が３種類から７種類に拡⼤） 

● 横浜市では、法改正や上位計画の⾒直し等を契機として過去３回の全市⾒直しを実施。 

詳細 
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今回の⽤途地域等の⾒直しにあたって認識すべきこと 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

⼈⼝増加時代の中で、「⼈⼝抑制」や「⽤途純化」を
図ることを⼤きな⽬標とした対応 

転換 

● 流動的で不確実性が⾼い社会状況においては、柔軟かつ機動的に⽤途地域等を⾒直していく必要がある。 

・⽤途地域等の⾒直し（第⼀種低層住居専⽤地域の⼟地利⽤誘導など） 
・郊外住宅地の再⽣に向けた取組との連携 …など 
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第 1 章 ⽤途地域（⼟地利⽤）に係る主な現状や課題 
（１）⼈⼝変動、少⼦化及び超⾼齢社会の進⾏ （答申Ｐ3） 

 
横浜市の独⾃推計による⼈⼝・世帯数（国勢調査結果速報） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020（令和２）年中の社会動態（転⼊/転出）について                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

【出典】横浜市政策局統計情報課 記者発表 
［2021（令和 3）年 3 ⽉ 26 ⽇］ 

● 22 年ぶりに東京都からの転⼊超過を記録した⼀⽅、県央地区や湘南地区には転出超過が続いている。 

● 総⼈⼝は 377 万⼈を超え、⼥性の⼈⼝増加数は男性の約 4 倍に⾄る。 

【出典】横浜市政策局統計情報課 地域別にみた転⼊・転出者数［2020（令和 2）年中］ 

単位：⼈ 

［2021（令和 3）年７⽉１⽇現在］ 

2015 年 2020 年 

（直近の発表） 

※世帯数と⼈⼝は、令和２年国勢調査結果速報を基礎とし、住⺠基本台帳法及び 
⼾籍法の定める届出等の増減を加減して推計。 
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少⼦化の現状 
 
 

「合計特殊出⽣率」とは 
⇒⼈⼝統計上の指標で、⼀⼈の⼥性が出産可能とされる 15 歳から 49 歳までに産む⼦供の数の平均

を⽰す。この指標によって、異なる時代、異なる集団間の出⽣による⼈⼝の⾃然増減を⽐較・評価
することが多い。現在の⼈⼝を維持するのに必要な⽔準とされる 2.08 を下回り続けている。 

 
  直近５か年の合計特殊出⽣率（全国/横浜市） 

  

 

 

 

 

 

超⾼齢社会の進⾏について 

  

種別/年度 2015 年 
（平成 27 年） 

2016 年 
（平成 28 年） 

2017 年 
（平成 29 年） 

2018 年 
（平成 30 年） 

2019 年 
（令和元年） 

全国 1.45 1.44 1.43 1.42 1.36 
横浜市 1.37 1.35 1.32 1.32 1.26 

【出典】よこはま地域包括ケア計画［2021（令和３）年 3 ⽉］ 

0.0

0.5

1.0

1.5

全国 横浜市

【出典】横浜市の保健統計［2021（令和３）年 1 ⽉ 6 ⽇掲載］ 

● ⾼齢化率は 2020（令和 2）年以降の 20 年間で 24.8％から 33.2％まで上昇する⾒込み。 

● 合計特殊出⽣率は全国平均を下回るとともに、直近５か年は微減。 

2015 年 
（平成 27 年） 

 

2016 年 
（平成 28 年） 

 

2017 年 
（平成 29 年） 

 

2018 年 
（平成 30 年） 

 

2019 年 
（令和元年） 
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● 要⽀援・要介護認定者数、認知症⾼齢者数は、2025 年までの 10 年間で 1.4 倍に増加する⾒込み。 

● 市内には⾼齢化率が 50％を超える地区も確認されている。 

【出典】栄区マスタープラン［2021（令和３）年２⽉］ 

※左の全域図は第⼀種低層住居専⽤地域内
における⾼齢化率を⽰す 

（例）栄区における⾼齢化率 

【出典】よこはま地域包括ケア計画［2021（令和３）年 3 ⽉］ 

（平成 27 年） （令和 2 年） （令和 7 年） （平成 27 年） （令和 2 年） （令和 7 年） 

【出典】都市計画基礎調査 
［2015（平成 27）年時点］ 

要⽀援・要介護認定者数 認知症⾼齢者数 

20.3 万⼈ 19.9 万⼈ 
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「労働⼒⼈⼝」＋「⾮労働⼒⼈⼝」の推移（男⼥別） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
外国⼈⼈⼝の増加 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

● 2000 年から 2010 年にかけて⼥性の労働⼒の割合が男性を上回り、その傾向が続いている。 

● 外国⼈⼈⼝は 30 年間で約３倍に増加し、2020（令和２）年時点で 10 万⼈を超えた。 

【出典】横浜市政策局統計情報課 オープンデータを⽤いて編集 

【出典】横浜市政策局統計情報課 オープンデータを⽤いて編集 

平成 2 年 令和 2 年 
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 横浜市の障害者雇⽤率［2020（令和 2）年６⽉１⽇時点］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

⺠間企業における障害者雇⽤の状況（神奈川県全体・全国単位との⽐較） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典】横浜市総務局⼈事課ほか２課 記者発表［2020（令和 2）年 9 ⽉ 23 ⽇］ 

※厚⽣労働省 労働政策審議会 障害者雇⽤分科会において、2021（令和 3）年３⽉ 1 ⽇より障害者の 
法定雇⽤率が引き上げられることが決定された。  

※現⾏の「横浜市障害者活躍推進計画」は 2020（令和 2）年４⽉１⽇〜2022（令和 4）年 3 ⽉ 31 ⽇が 
 計画期間となっており、次期計画以降は法定雇⽤率 2.6％の充⾜を⽬指していくこととなる。 

● 障害者雇⽤をより積極的に推進し、ダイバーシティの視点でのまちづくりを実現していく必要がある。 

※各年６⽉１⽇現在 
※横浜市単位での集計は公表されていない 

【出典】神奈川県ＨＰ［2021（令和 3）年 3 ⽉ 3 ⽇現在］ 

2020 年度 2019 年度 

（各年 6 ⽉１⽇時点） 
・法定雇⽤率 2.5% ⇒ 2.6％ 

・横浜市は地⽅機関に係る特例の認定を受けているため、市⻑部局、横浜市教育委員会、横浜市⽔道局、 
 横浜市交通局、横浜市医療局病院経営本部の任命権者ごとではなく、全体で同⼀の機関として障害者 
 雇⽤率制度が適⽤される。 

2020（令和 2）年度 

2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 
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（２）郊外部の再⽣、ライフスタイルの多様化等 （答申Ｐ3〜4） 
 
郊外部の地域特性や主な課題（エリア別） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典】横浜市住⽣活基本計画［2018（平成 30）年 2 ⽉］より抜粋・編集 

● 概ね環状２号線の外側にあたる郊外部には低層住宅地が広がっており、市街地の形成過程等の地域特性に 
応じて課題も異なっている。 
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⽤途地域等の指定状況［2020（令和２）年６⽉時点］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 市街化区域の約 74％が住居系⽤途地域であり、第⼀種低層住居地域専⽤地域は約 41％を占める。  

（図中の⽩⾊は市街化調整区域を⽰す） 

１低専︓約 13,702ha 
（指定内訳の詳細） 
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市街化区域および第⼀種低層住居専⽤地域の指定⾯積 
 
① 政令指定都市との⽐較 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 東京都との⽐較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 第⼀種低層住居地域専⽤地域の⾯積割合は、政令市の中でも突出して⾼い。 

● 東京都と⽐較しても、住居系⽤途地域の割合の⾼さは特徴的。 

【出典】2020（令和 2）年都市計画現況調査（国⼟交通省 HP） 
※2020（令和２）年 3 ⽉ 31 ⽇現在  
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住環境に対する意識の変化等に関する市⺠へのアンケート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

● 新型コロナウイルス感染症の拡⼤の影響により、⽣活サービスや公的サービス、近隣のコミュニティとの関わり
等に対する関⼼が相対的に上昇している。 

（問）現在お住まいの住宅の「近隣の環境」について、新型コロナウイルス感染症の拡⼤により 
   重視するようになったものを３つ選択してください。 

【出典】総務省：2018（平成 30）年 住⽣活総合調査特別集計 
    横浜市：ヨコハマ e アンケート［2020（令和 2）年 10 ⽉ 住環境に対する意識の変化等に関するアンケート］ 

逆に「通勤・通学の利便」を 
重視する意⾒等は減少 
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 脱炭素化の実現に向けた取組 
 

  
● 横浜市では、2050 年までの脱炭素化の実現を⽬指して再⽣可能エネルギーの導⼊量拡⼤に資する様々な 
   取組を進めており、CO2 排出量が多い住宅・建築分野の脱炭素化に向けた対策強化も重要な課題。 

（P15 参照） 

【出典】横浜市の温暖化対策 SDGs 未来都市 〜持続可能な都市を⽬指して〜 ［2021（令和 3）年 4 ⽉］ 
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【出典】横浜市再⽣可能エネルギー活⽤戦略 概要版 ［2020（令和 2）年 5 ⽉］⼀部編集 
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SDGs 未来都市・横浜について 
 

  

【出典】SDGs 未来都市・横浜［2019（令和元）年 1 ⽉発⾏ パンフレット］ 
SDGs 未来都市・横浜の挑戦 2018-2020［2020（令和 2）年 6 ⽉発⾏ パンフレット］ 

● SDGs 未来都市・横浜では、環境・経済・社会の３つの側⾯から様々な取組を推進していくとしている。 
今回の⽤途地域等の⾒直しについても、SDGs の達成に向けた対応策の⼀つとして取り組んでいく。 
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（３）農地や緑環境の保全・創出 （答申Ｐ4〜5） 
 

緑の 10 ⼤拠点について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 グリーンインフラの取組の推進について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典】横浜市 ⽔と緑の基本計画 
    ［2016（平成 28）年 6 ⽉］ 

● 市内にはまとまりのある樹林地や農地などの多様な⾃然や⾥⼭景観が残されており、「緑の 10 ⼤拠点」 
   として位置づけ、地域ごとの特性をいかしながら保全・活⽤し、次世代に継承していくこととしている。 

● 世界的な気候変動に対応した都市政策としてグリーンインフラの整備と活⽤が期待されており、横浜市の
様々な環境政策にもその考え⽅が組み込まれている。 

【出典】横浜市環境創造局ＨＰ（政策課） 
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 特別緑地保全地区について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
⽣産緑地地区について 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
   

● 横浜市では、法令及び上位計画に基づき特別緑地保全地区を指定し、緑豊かな樹林地を確実に保全 
していくよう取り組んでいる。 

● 横浜市では、市街化区域内の農地を計画的に保全し、良好な都市環境を形成していくことを⽬的として
⽣産緑地の指定を推進しているが、農家の減少等を背景に指定⾯積は減少傾向を辿っている。 

特別緑地保全地区の例 

これまでに指定した特別緑地保全地区 

170 地区 約 517.0 ha 

2021（令和 3）年 7 ⽉ 15 ⽇告⽰ 

⽣産緑地の分布 
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農地⾯積・農家⼾数について 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
    

 

 

  

1965 

【出典】横浜の農業  
〜概要・施策の歩み・農業統計ほか〜 
［2020（令和 2）年 12 ⽉］ 

● 農家⼾数についても専業及び兼業ともに減少しており、過去 25 年間で概ね半減している。 

市街化区域内の農地は 
⼤きく減少 

過去 25 年間で概ね半減 

● 農地⾯積は過去 30 年間で約 1,750ha 減少し、とりわけ市街化区域内農地の減少は顕著。 

⽥畑別農地⾯積・区域区分別農地⾯積（ha） 

過去 30 年間で約 1,750ha 減少 

1965  1971  1975   1980   1985  1990  1995   2000  2005  2010   2015  2020 

 

（⼾） 

1965  1970   1975   1980    1985   1990   1995   2000   2005   2010   2015   
  

2020 2010 2000 1990 1980 1971 

2015 2010 2000 1990 1980 1970 

1975 1985 1995 2005 2015 1965 2020 2010 2000 1990 1980 1971 1975 1985 1995 2005 2015 

2005 1995 1985 1975 1965 
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緑化地域の指定について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
緑被率について 

 
 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

【緑被率】  
航空写真から 300 ㎡以上のまとまりのある緑を 
⽬視判読し、市域⾯積に占める割合を算定する 
もの。 

【出典】2019（令和元）年度 緑被率の調査結果 
 ［横浜市環境創造局 HP（政策課）］ 

● 緑被率は緩やかな減少傾向にあり、⽤途地域別に⾒ると商業系が特に低い値を⽰している。 

● 良好な都市環境の形成を図るため、横浜市では住居系⽤途地域に対して併せて緑化地域を指定し、 
  ⼀定の建築⾏為が発⽣する際に緑化の整備を誘導する仕組みを設けている。 

右図中の緑⾊は住居系⽤途地域を⽰す 
（住居系⽤途地域の指定状況はＰ10 参照） 

横浜市   2009（平成 21）年に本制度を導⼊ 

過去約 30 年間で約 8％減少 

2019 2014 2009 2004 2001 1997 1992 1987 1982 

【出典】横浜市環境創造局ＨＰ（みどりアップ推進課） 

（25,000ha） 

商業系⽤途地域の 
緑被率の低さは顕著 



20 
 

（４）国際競争⼒の⾼いまちづくり （答申Ｐ5） 
 

都⼼部のまちづくりの動き 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 横浜駅やみなとみらい 21 地区周辺等においては、⺠間企業による様々なプロジェクトが進⾏⼜は完了。 
都市再⽣特別地区や地区計画等を活⽤しながら、都⼼部にふさわしい機能集積が図られている。 

【出典】横浜市都市整備局ＨＰ（都⼼再⽣部横浜駅・みなとみらい推進課） 
    みなとみらい２１Information vol.92 

Google map 

横浜駅周辺 / 開発状況図 

みなとみらい 21 地区 
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観光客数及び観光消費額の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【出典】観光に関する調査・統計データ 記者発表［2021（令和３）年 5 ⽉ 14 ⽇］ 

● 近年の観光集客実⼈員は横ばいで推移、観光消費額は微増傾向にあったが、新型コロナウイルス感染症 
の拡⼤の影響も⼤きく、2020 年は⼤きく減少した。 

みなとみらい 21 事業の効果 横浜市内への経済波及効果 

来街者数 就業者数及び事業者数 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

【出典】みなとみらい２１Information vol.92 

2020（令和 2）年 

2020（令和２）年 

Ｒ1 Ｒ2 

Ｒ1 Ｒ2 

⼤幅な 
減少 

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

H28 H29 H30 R1 R2 
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（５）産業構造の変化 （答申Ｐ5〜6） 
 

⼯業が集積する地域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 臨海部および内陸部の⼯業系⽤途地域には、⽴地特性に応じて様々な業種の企業が集積。 

【出典】京浜臨海部再編整備マスタープラン［2018（平成 30）年 9 ⽉］ 

（例） 
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京浜臨海部の遊休地・低未利⽤地の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロジスティクスの⽴地について 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 京浜臨海部の動向について、⽂献調査や⽴地企業へのアンケート調査によると、遊休地・低未利⽤地は
件数、⾯積とも底打ちの時期から若⼲の増加がみられる。 

【出典】京浜臨海部⽴地企業動向調査報告書/京浜臨海部再編整備協議会 
［2019（平成 31）年 3 ⽉］ 

● 幹線道路沿道やインターチェンジ周辺等において、ロジスティクスの⽴地が進んでいる様⼦も⾒られる。 

・当該地は 2018（平成 30）年３⽉に線引きを⾏い、市街化区域に編⼊。組合施⾏による区画整理事業が進め
られている。  

・2020（令和 2）年 6 ⽉には物流施設等の⽴地を図ることとして地区計画等を都市計画決定し、現在、 
地上６階建て 延床⾯積 10 万㎡弱のロジスティクス施設の建築が進められている状況。 
※2022（令和 4）年３⽉竣⼯予定 

 
 

2016 2014 2010 2007 2004 2001 1999 1996 

例）港北インターチェンジ付近（都筑区川向町） 
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市内製造業の動向について 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⼯業系⽤途地域における⼟地利⽤転換の動向 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 市内の製造業の事業所数は 20 年間で半数以下にまで減少。 

● 近年は⼯場等の跡地が共同住宅や⼾建住宅に転換するケースが増加しており、住⼯混在に伴う課題が
顕在化している。 

2018 2008 1998 
【出典】横浜市の⼯業（平成 30 年⼯業統計調査結果報告）［2019（令和元）年 10 ⽉］ 

［1992（平成 4）年〜2013（平成 25）年の約 20 年間］ 

※2015（H27）年 9 ⽉〜2016（H28）年 1 ⽉実施 

※ 

⼟地利⽤転換の事例 
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（６）防災・減災意識の向上、災害対策の強化 （答申Ｐ6） 
 

⼟砂災害特別警戒区域について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重点対策地域（不燃化推進地域）について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典】神奈川県横浜川崎治⽔事務所/横浜市建築局 

【出典】横浜市の地震⽕災対策 リーフレット［2020 年（令和２年）４⽉発⾏］ 

● ⼤地震に伴い多くの家屋が焼失する恐れがある地区については、条例に基づき重点対策地域（不燃化推進
地域）として指定されている。 

● 現在、横浜市内では計 2,065 区域※ が⼟砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）に指定されており、⼀定
の開発⾏為等について制限が設けられている。 ※ 2021（令和 3）年５⽉ 14 ⽇現在 

不燃化推進区域では、除却⼯事費や耐⽕性能強化に係る 
⼯事費の⼀部について補助を受けることができる 

2012 年 
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第２章 ⽤途地域等の⾒直しの基本的考え⽅ 

１ ⽤途地域等の⾒直しを進める上での基本姿勢 （答申Ｐ8） 
 
今後の郊外住宅地のまちづくりに向けて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

● 新型コロナウイルスの感染拡⼤を契機にライフスタイルの変化が加速。⼈々が⾃由な住まい⽅や働き⽅を選択 
することができるまちづくりが求められている。 

【出典】国⼟交通省 HP（デジタル化の急速な進展やニューノーマルに対応した都市政策のあり⽅検討会） 

【出典】第７次横浜市住宅政策審議会 第２回専⾨部会資料（資料 4）［2021（令和 3）年 6 ⽉ 22 ⽇］ 
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２ ⽤途地域等の⾒直しの視点 
（１）郊外住宅地の魅⼒向上の視点 （答申Ｐ9〜10） 
 

「買い物弱者」の増加について 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 農林⽔産省の発表によると神奈川県は 「⾷料品アクセス困難⼈⼝」 が全国１位。特に、横浜市は県内 
でもその割合が⾼いことが確認でき、これは地形の⾼低差も⼤きく影響していることが推察される。 

① ⾷料品アクセス困難⼈⼝ 上位 10 都市 ［2015（平成 27）年］ 

② 神奈川県内/⾷料品アクセス困難⼈⼝の割合 
［2015（平成 27）年］ 

【出典】農林⽔産政策研究所ＨＰ 

（千⼈） 

「買い物弱者」が多い 

③ 地形の⾼低差の様⼦ 

【出典】国⼟地理院（電⼦国⼟ Web より作成） 



28 
 

 既存の⼩売店舗からの距離 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 市内の低層住居専⽤地域においては、既存の⼩売店舗から 300ｍ以上離れている地域が多く存在する。 
   500ｍ圏内でみた場合には多くの住宅地が包含されるものの、実際に⾼齢者等が不⾃由なく徒歩で買物が

できるかどうかは⼟地の⾼低差も⼤きく影響する（市内には⾼低差が⼤きい住宅地も⾮常に多い） 

既存店舗から 300ｍ 圏外 

既存店舗から 300ｍ 圏内 

拡⼤（例：⾦沢区釜利⾕地区付近） 



29 
 

市⺠意識調査［2019（令和元）年］ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

区⺠意識調査［2019（令和元）年］ 例：栄区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N=1,371 

● 「今の住まいの周辺で暮らしやすいと感じる点」として３位に「買い物の利便性」が挙がっているものの、 
18 区ごとに⾒るとその満⾜度には差が⾒られる。 

● 栄区を例に「買い物環境の満⾜度」を⾒ると、地区の⽴地状況によって不満度にも差があることが分かる。 

本郷台駅 

上郷東地区 
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駅周辺における働く場の⽴地 例：⻘葉台郵便局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

● 横浜市と東急との連携により、⻘葉台駅前の郵便局内のフロアを活⽤して働く場を創出。 

【事業の仕組み】 
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地域へのアンケート［2019（令和元）年］ 例：栄区庄⼾地区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区⺠意識調査［2019（令和元）年］ 例：⻘葉区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 移動や買い物環境の整備に加えて、「就業環境の改善」に対するニーズがあることも読み取れる。 

● 前項同様、⾝近なエリアに働く場があることについての⼀定のニーズが確認できる。 

（問）本地区において環境整備が必要な機能 

【出典】庄⼾地区における⽣活環境に関するアンケート調査 国総研/栄区/都市整備局［2019（令和元）年 10 ⽉］ 

（問）⻘葉区内で働くためにはどのようなことが必要か？ 

アンケート全体 

（内訳：複数回答） 
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市⺠意識調査［2020（令和２）年］ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「多くの企業が集まり、安定した雇⽤がある」 
 ⇒ 全体の５位（34.6％） 

「新たな仕事スタイルが広がること」 ⇒ 67.7％が期待 
「⽣涯にわたり学び働き続けられる社会になること」 ⇒ 63.4％が期待 

● 直近の市⺠意識調査からも、雇⽤の増加や多様な働き⽅などに対するニーズが読み取れる。 
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郊外に求められる機能とは 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 郊外住宅地の新たな価値の創出を⽬指し、地域住⺠の暮らしやすさや多様な活動を実現するための空間を 
⽣み出していく必要がある。 

【出典】国⼟交通省 社会資本整備審議会 第 51 回住宅宅地分科会資料 
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⽤途地域内の建築物の⽤途制限について 
 
 

 

  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬
第
⼀
種
低
層
住
居
専
⽤
地
域

第
⼆
種
低
層
住
居
専
⽤
地
域

第
⼀
種
中
⾼
層
専
⽤
住
居
専
⽤
地
域

第
⼆
種
中
⾼
層
専
⽤
住
居
専
⽤
地
域

第
⼀
種
住
居
地
域

第
⼆
種
住
居
地
域

準
住
居
地
域

⽥
園
住
居
地
域

近
隣
商
業
地
域

商
業
地
域

準
⼯
業
地
域

⼯
業
地
域

⼯
業
専
⽤
地
域

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

︓150㎡以下 × ① ② ③ ○ ○ ○ ① ○ ○ ○ ○ ④
︓150㎡超 〜 500㎡以下 × × ② ③ ○ ○ ○ ⑤ ○ ○ ○ ○ ④
︓500㎡超 〜 1,500㎡以下 × × × ③ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ④
︓1,500㎡超 〜 3,000㎡以下 × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ④
︓3,000㎡超 〜 10,000㎡以下 × × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ④
︓10,000㎡超 × × × × × × × × ○ ○ ○ × ×
︓150㎡以下 × × × ▲ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
︓150㎡超 〜 500㎡以下 × × × ▲ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
︓500㎡超 〜 1,500㎡以下 × × × ▲ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
︓1,500㎡超 〜 3,000㎡以下 × × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○
︓3,000㎡超 × × × × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

× × × × ▲ ○ ○ × × ○ ○ × × ▲ 3,000㎡以下

× × × × ▲ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ▲ 3,000㎡以下

× × × × × ▲ ▲ × ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ 10,000㎡以下

× × × × × ▲ ▲ × ○ ○ ○ ▲ × ▲ 10,000㎡以下

× × × × × × ▲ × ○ ○ ○ × × ▲ 客席及びナイトクラブ等の⽤途は延床200㎡未満

× × × × × × × × × ○ ▲ × × ▲ 個室付き浴場等を除く

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×
× × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ×
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
× × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ×
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×
▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 600㎡以下

× × × × ▲ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 3,000㎡以下⾃動⾞教習所

公
共
施
設
・
病
院
・
学
校
等

幼稚園、⼩学校、中学校、⾼等学校
⼤学、⾼等専⾨学校、専修学校等
図書館等
巡査派出所、⼀定規模以下の郵便局等
神社、寺院、教会等
病院
公衆浴場、診療所、保育所等
⽼⼈ホーム、⾝体障碍者福祉ホーム等
⽼⼈福祉センター、児童厚⽣施設等

事
務
所
等

事務所等の床⾯積 ▲ ２階以下

ホテル、旅館

遊
戯
・
⾵
俗
施
設

ボーリング場、スケート場、⽔泳場、ゴルフ練習場等
カラオケボックス等
⿇雀屋、パチンコ屋、射的場、⾺券・⾞券発売所等
劇場、映画館、演芸場、観覧上、ナイトクラブ等
キャバレー、個室付浴場等

　　　　⽤途地域内の建築物の建築制限

　　　　　○︓建築可能
　
　　　　　×︓建築不可

　　　　　①②③④⑤▲︓種別、⾯積、階数等の制限あり

備　　考

※⑧⽥園住居地域︓本市では未指定

住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
兼⽤住宅で、⾮住宅部分の床⾯積が「50㎡以下かつ建築物の延床⾯積の1/2未満のもの

店
舗
等

店舗等の床⾯積

① ⽇⽤品販売店舗等のサービス店舗のみかつ２階以下

② ①＋物品販売店や飲⾷店等で2階以下

③ 2階以下

④ 物品販売店舗及び飲⾷店を除く

⑤ 農産物直売所、農家レストラン等のみかつ２階以下

 
延床⾯積 150 ㎡超の店舗や事務所
は中⾼層系の⽤途地域で建築可能
となるが、１低専の地区を中⾼層系
に指定替えした場合、⾼さ制限も 
変更になることから、既存の住環境
への影響も懸念される。 

● 第⼀種低層住居専⽤地域においては、店舗や事務所の建築は原則不可となる。 
また、第⼆種低層住居専⽤地域においては、延床 150 ㎡までの店舗が建築可能。 
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特別⽤途地区について（法令等及び上位計画での規定） 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 地域住⺠の暮らしやすさや多様な活動を実現するための空間づくりに向け、⽤途地域の⾒直しに加えて 
「特別⽤途地区」 の活⽤について検討を⾏う。 

1998 年 

2020 年 

2018 年 

1998 年 
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 現⾏の都市計画マスタープランにおける都市構造について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「規制誘導地区」について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 横浜市都市計画マスタープランにおいては、⼆つの都⼼とそれに繋がる鉄道を軸とした「集約型の都市構造」 
をつくっていくとして定めている。 

● 横浜市では、都市再開発の⽅針において「規制誘導地区」を定め、地区計画等を活⽤しながら⺠間による
事業化を促進し、都市機能の集積等を図っていくこととしている。 

 

 

・ 

・ 
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郊外部の駅周辺における企業社宅の⽴地状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 横浜市の郊外部の駅周辺には多くの団地や社宅が存在しており、更新⼜は廃⽌時期が到来している 
建物も多い。これらの⼟地利⽤転換等にあたり、地域に必要な機能を充⾜していく視点も重要である。 

 
【出典】Mapion 電話帳による公開データをもとに調査 

 
・⼟地利⽤転換の事例（最寄り：たまプラーザ駅）  

駅⾄近にあった団地建替え ⇒ 共同住宅＋地域利便施設（コミュニティカフェ/保育園/コワーキング等） 
※あわせて地区計画を決定し、適切な⼟地利⽤を誘導 

 
・下記 16 駅の周辺（半径 800ｍ圏内）にある社宅の総数 ＝ 114 件 

 
【出典】Google Map 
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（２）安全・安⼼なまちづくり、ゆとりある住空間の創出の視点 （答申Ｐ11〜12） 
 

第⼀種低層住居専⽤地域の指定内訳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 横浜市では第⼀種低層住居専⽤地域を広範囲に指定しており、容積率や建蔽率等の制限に応じて 
９種類に分け、きめ細かい⼟地利⽤誘導を⾏っている。 

① 

② 

 
30 箇所 187.5ha 

 
15 箇所 166.3ha 
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100 箇所 724.1ha 

 
509 箇所 4,699.0ha 

 
9 箇所 36.0ha 

 
99 箇所 880.0ha 

 
407 箇所 3,250.9ha 
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  ⑧ 

⑨ 

 
341 箇所 3,071.7ha 

 
95 箇所 697.3ha 
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第⼀種低層住居専⽤地域における⼟地利⽤分析の例 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 今回、第⼀種低層住居専⽤地域における⼟地利⽤状況について詳細な分析を実施。特に、区分① 
では⼈⼝減少率や⾼齢化率の⾼さが⽬⽴つ。  

● 容積率と最低敷地⾯積の組み合わせにより、誘導居住⾯積⽔準（３⼈世帯相当）※を満たす考え⽅と 
しており、最低敷地⾯積に満たない宅地の割合は区分⑦が最も多いことが確認できる。 
（※）例︓区分⑦の地区の場合︓敷地⾯積 125 ㎡×容積率 80％＝延床⾯積 100 ㎡ 

※ 誘導居住⾯積⽔準について  
  豊かな住⽣活や多様なライフスタイルへの対応を実現するために、世帯⼈数に応じて 
  必要と考えられる住宅の⾯積⽔準 

【出典】横浜市住⽣活基本計画［2018（平成 30）年２⽉］ 

1980 年 

他の区分よりも⼈⼝減少率や⾼齢化率の⾼さが⽬⽴つ 

建替え時に誘導居住⾯積を 
達成できない敷地が多い 
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● ⼈⼝増減率は北部で増加傾向にある⼀⽅、⻄部や南部は減少傾向にある地区が多い。 
これと逆に、⾼齢化率は北部で低く、⻄部や南部で⾼い傾向が表れている。 

● ⽼朽建物率は、特に南部地域で⾼い傾向が顕著に表れている。 
最低敷地⾯積に満たない宅地の割合は、北部や南部では低く、⻄部や中央部ではやや⾼い傾向。 

2005-2015 年 2015 年 

1980 年 2013 年 2013 年 
（H25 都市計画基礎調査） 



43 
 

 省エネルギー性能を満たさない住宅ストックについて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

住宅政策との連携について 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典】第７次横浜市住宅政策審議会 第１回審議会資料（資料 9）［2021（令和 3）年 4 ⽉ 30 ⽇］ 

● 市内には省エネルギー性能を満たさない住宅が相当数存在しており、脱炭素化の実現を⽬指す上では、 
住宅政策等とも連携しながらこれらの建物を良質な住宅ストックへと転換していく必要がある。 

【出典】第７次横浜市住宅政策審議会 第１回審議会資料（資料 7）［2021（令和 3）年 4 ⽉ 30 ⽇］※⼀部編集 

・全国計画［2021（令和３）年３⽉ 19 ⽇閣議決定］を受けて、横浜市住⽣活基本計画を 2023（令和５）年に改定予定。 
・これに基づき、住宅政策に係る様々な具体的取組を実⾏していく。 

具
体
的
な
取
組
を
実
⾏ 
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 流域治⽔関連法案の整備について 
 
 
 

① 法案の背景・必要性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

② 法案整備に伴う地区計画のメニューの拡充について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

● ハード整備の加速化・充実及び治⽔計画の⾒直しに加え、「流域治⽔」の実効性を⾼めていくことを⽬的
として、河川法等の関係法を⼀括で改正する「流域治⽔関連法案」が成⽴し、2021（令和３）年度の
10 ⽉末までに順次施⾏される予定となっている。 

【出典】国⼟交通省ＨＰ 

【出典】国⼟交通省ＨＰ 
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（３）農のあるまちづくり、緑の創出の視点 （答申Ｐ13） 
  
 横浜市の農業政策にかかる取組年表 

 
 
 
 
  

（
３

）
農

の
あ

る
ま

ち
づ

く
り

、
緑

の
創

出
の

視
点

 

● 横浜市では、農業専⽤地区の指定など古くから農地保全に係る政策を推進してきた。近年においても、 
都市農業推進プランの策定や地産地消の推進等に関する条例の制定等を⾏い、都市農地の維持 
保全・活⽤に向けた様々な取組を進めている。 

【出典】横浜市都市農業推進プラン 2019-2023［2018（平成 30）年 11 ⽉］ 
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2011 
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 2014 
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都市緑地法等の⼀部改正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● 2017（平成 29）年の都市緑地法の⼀部改正により、都市公園、緑地・広場、都市農地にかかる諸制度の 
強化・拡充が図られ、「特定⽣産緑地制度」や新たな⽤途地域である「⽥園住居地域」が創設された。 
これらにより、農のあるまちづくりのさらなる推進を図っていくことが⽰されている。 

2017〜 
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特定⽣産緑地について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

● 現⾏の⽣産緑地制度を引き継ぐ仕組みとして、2017（平成 29）年の⽣産緑地法の改正により創設 
された。都市農地を保全し、良好な都市環境を形成していくための⼿段の⼀つとして期待される。 

特定⽣産緑地の指定イメージ  
※1992（平成４）年に⽣産緑地として指定された箇所の場合 
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⽥園住居地域の指定により想定される「効果」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

● ⽥園住居地域の指定により直売所や農家レストランの⽴地が可能となる。また、農地所有者に対しては、
固定資産税や相続税等の税制の優遇措置が適⽤される。 
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⽥園住居地域の指定により想定される「影響」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
農地保全に係る地区計画について 
 
・都市再⽣特別措置法等の⼀部を改正する法律［2020（令和２）年］を受けて整備された仕組み。 

 ・⽥園住居地域と同様の趣旨のもので、まとまった農地と住宅が混在した地域において農業と調和した
良好な居住環境を確保するためのきめ細やかなルールを定めることができる。 
⇒地区整備計画に「農地における⼟地の形質の変更等の⾏為制限に関する事項」を追加し、それらの

⾏為について条例により許可制とする仕組みを設けることが可能。 
・本地区計画の指定により、相続税等の納税猶予の特例が適⽤される。また、条例による規制が⼟地の

価格に影響を与える場合には、市町村においてその影響を固定資産税評価額に反映し、その際には⽥
園住居地域内にある市街化区域農地の評価⽅法を参考にすることも考えられるとされている。 

 
＜本制度の特徴＞ 

   ○地区計画区域内の農地について、地区整備計画に保全対象として位置付けることで、⼟地利⽤を
コントロールできる。 

   ○公園や道路など、地域の実情に応じて必要な地区施設を位置付けることが出来る。 
○地区計画区域内において農地の隣接地が宅地化される際に、⽇照を確保できるような住宅の形態 

規制を定めておくことが可能。 
 
 
 

  

● ⽥園住居地域の指定により農家レストラン以外の店舗の⽴地も可能となるため、営農環境や道路交通
等への影響が懸念される。また、農地の宅地開発についても⼀定の制限がかかることとなる。 
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都市緑地法等の⼀部改正に伴う緑化施設の⾯積算定⽅法の拡充 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 グリーンインフラを活⽤した各種取組 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 2017（平成 29）年の都市緑地法の⼀部改正により 「緑化施設の⾯積算定⽅法」 が⾒直され、 
壁⾯緑化も緑化⾯積として算定できるようになった。 

【出典】国⼟交通省ＨＰ 

● すでに横浜市ではグリーンインフラを活⽤した様々な取組を推進しており、以下に具体例を⽰す。 
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 流域治⽔対策の拡充とグリーンインフラの活⽤との関連性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（※流域治⽔関連法案が整備された背景や必要性はＰ44 を参照） 

【出典】国⼟交通省 HP 

【出典】横浜市環境創造局 HP（政策課） 
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（４）魅⼒ある都⼼部の形成の視点 （答申Ｐ15） 
 
 都⼼部における商業地域の容積率の指定状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 都⼼機能誘導地区について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

● 都⼼部における商業地域では 400〜800％の容積率を指定。ある程度ボリュームを抑えながら、様々な 
規制誘導⼿法を活⽤して基盤整備や都市機能の誘導を⾏ってきたことが横浜の特⾊と⾔える。 

● 横浜駅周辺及び関内駅周辺においては「都⼼機能誘導地区」を指定。駅周辺では住宅を制限し、 
その周辺地区においては誘導⽤途の導⼊に応じて容積率の加算ができる仕組みとしている。 

都⼼部の商業地域における 
指定容積率は最⼤で 800％ 
（横浜駅や桜⽊町、関内駅周辺等） 

（特別⽤途地区） 

横浜 

桜⽊町 

関内 
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 都⼼部の⼟地利⽤状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

横浜都⼼の市況分析 

 

 

 

 

 

 

  

● 関内駅周辺など、⽼朽化した建物が多い地区が点在している状況も確認できる。 

● 居住者⼈⼝は微増⼜は横ばい、就業者⼈⼝は築によってバラつきが⾒られる。 

2013 
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旧市庁舎街区活⽤事業について 
 
 

  

● 旧市庁舎街区の跡地活⽤事業は、関内地区周辺の活性化の起点としても期待される。 

【出典】横浜市都市整備局 HP（都⼼再⽣課） 



55 
 

都市再⽣の制度に関する基本的な枠組み等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

● 都市再⽣特別措置法［2004（平成 16）年］により、都市再⽣緊急整備地域の指定とそれに基づく 
都市計画の特例が制度化された。  

● 都⼼臨海部等においては「特定都市再⽣緊急整備地域」に指定されており、当該地域の中でさらに  
「都市再⽣特別地区」として指定された区域においては、都市再⽣に資する⾃由度の⾼い計画が可能。 

【出典】国⼟交通省 HP 
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ウォーカブルなまちづくりについて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

● 横浜市では、1970 年代より「歩⾏者を擁護する」「オープンスペースに交流の場を設ける」といった思想を
もつ都市デザイン⾏政を進めており、国⼟交通省が推進するウォーカブルなまちづくりの思想と同様の取組
を⽇本⼤通などにおいて展開している。 

【出典】横浜市都市整備局 HP（都市デザイン室） 

2002（平成 14）年に⽇本⼤通り再整備が完成して以降、オープンカフェや様々なイベント等が実施され、港町として
の賑わい形成を図っている。 

2020（令和 2）年 11 ⽉ 9 ⽇〜30 ⽇の期間で、⾞道の⼀部を規制して歩道を広げるなどの社会実験を実施し、⼈や⾞
の流れ、沿道の利活⽤について検証。アンケート調査でも８割以上の⽅から「良い実験」との評価が得られた。 

みなと⼤通り及び横浜⽂化体育館周辺道路再整備 
道 路 活 ⽤ 実 験  

本パースは設計プロポーザル時のものであり、今後の設計で変わる可能性があります。 
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都市計画提案制度について 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典】横浜市建築局 HP（都市計画課） 

● 住⺠や NPO 等の活動や創意⼯夫を都市計画に反映する⼿法である都市計画提案制度について、 
近年の様々な社会経済の変化を適切に捉えた対応などを図るため、評価指針等の⾒直しを⾏う。 
［2021（令和３）年 6 ⽉ 25 ⽇ 都市計画審議会において報告］ 
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都市計画制度・評価指針の⾒直しの概要［2021（令和３）年 6 ⽉ 25 ⽇ 都市計画審議会において報告］ 
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（５）産業⽴地の維持保全や活性化の視点 （答申Ｐ16〜17） 
 
 ⼯業系⽤途地域の指定状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⽤途地域別 / 建築可能な⽤途 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

● 臨海部及び内陸部の⼯業集積地を中⼼に、⼯業系の⽤途地域を指定。（市街化区域の約 16％） 

● 建築基準法上、⼯業地域及び準⼯業地域では住宅の⽴地が可能となっており、結果として⼯場と住宅
が混在する市街地が形成される状況が⽣まれている。 

約 16 ％ 
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中期 4 か年計画に⽰した戦略と経済施策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 横浜市中期４か年計画においては、中⼩企業への基礎的⽀援や企業誘致等の積極的な推進に取り組む 
ことを明記。また、⼯業系のエリア８地域を「特定地域」として指定し、企業進出に対する⽀援を⾏っている。 

中期４か年計画 

経済施策 

 

2020（R２）年度 条例改正 

下表：補助率（上限額） 
適⽤期間：2021.4.1〜2024.3.31 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

【出典】横浜市経済局 HP（企業誘致・⽴地課） 
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学術・研究開発機関の事業所数・在籍者数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 神奈川県及び横浜市は、研究開発機関の⽴地、技術者・研修者の数が突出。新規の企業⽴地状況
を⾒ても研究所の⽴地が増加傾向にあり、製造・⽣産から研究開発機能にシフトしている様⼦が分かる。 

【出典】⼀般財団法⼈⽇本⽴地センター調べ「BZ 空間」2016 年夏季号 CBRE 発刊 

1998（平成 10）年〜2016（平成 28 年）調査 
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 （６）協働・共創の視点 （答申Ｐ18） 
 

地域まちづくり推進条例について［2005（平成 17）年策定］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

● 地域まちづくり推進条例の施⾏後、市⺠が主体となった地域単位のまちづくりが各地で展開されている。 

【出典】 横浜市都市整備局ＨＰ（地域まちづくり課） 
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【出典】 横浜市都市整備局ＨＰ（地域まちづくり課） 
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持続可能な住宅地推進プロジェクトについて 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 横浜市では、⺠間事業者（鉄道事業者・開発事業者等）や⼤学など、幅広い主体と連携しながら 
地域課題の解決を進めていく「持続可能な住宅地推進プロジェクト」を展開している。  

● 郊外住宅地において顕在化している課題は様々であり、⼀律の⼿法で解決を図ることは現実的ではない。
そのため、以下の４つの地域で先⾏的な取組を進め、そこで得られた成果を他の地域のまちづくりにフィード
バックすることとしている。 

東急⽥園都市線 沿線地域 

緑区⼗⽇市場町 沿線地域 

相鉄いずみ野線 沿線地域 

磯⼦区洋光台駅 周辺地区 

※コミュニティ・リビング  
住まいから歩ける範囲に暮らしに必要な 
機能（買物、福祉、医療、⼦育て、就労、 
コミュニティ活動等）を空き家や空き地、 
⼟地利⽤転換の機会などを活⽤して適切に 
配置し、それらを連携させていく考え⽅ 

 

モデル地区を設定し、⺠有地の⼟地利⽤転換
の機会を捉えた機能誘導 

市有地活⽤、 
企画提案公募⽅式による多世代住宅の整備 

相鉄 JR 直通運転に合わせた沿線各駅周辺の 
再整備と魅⼒向上 

ＵＲ賃貸住宅の活⽤・再整備 

※ 
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交通ネットワークの変化について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 圏央道及び環状線などの道路網、⾼速鉄道３号線の延伸や神奈川東部⽅⾯線など、今後も広域的な 
交通ネットワークの整備が進み、これによって市街地の開発ポテンシャルが⼤きく変化する可能性もある。 
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防災・減災対策のさらなる強化・充実について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【出典】国⼟交通省ＨＰ（※P41 より再掲） 

【出典】国⼟交通省ＨＰ 

（※流域治⽔関連法案が整備された背景や必要性はＰ44 を参照） 


